
私立高等学校等専攻科修学支援金事務取扱要領 新旧対照表 

現 行 改正後 

（支給額） （支給額） 

第４条 要綱第３条第３項の規定により、所得に応じた補助対象上限を設けているが、所

得確認の基準は、世帯構成を考慮し、以下の算式により算出された額（以下「算定基準

額」という。）（生計維持者が２名以上いるときは、その全員の算定基準額を合算した

額。）により判断する。 

第４条 要綱第３条第３項の規定により、所得に応じた補助対象上限を設けているが、所

得確認の基準は、世帯構成を考慮し、以下の算式により算出された額（以下「算定基準

額」という。）（生計維持者が２名の場合は、それぞれの算定基準額について 100 円未満

の端数の切捨てまで計算した後、当該額を合算した額。）により判断する。 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  附 則 

 この要領は、令和６年６月10日から施行し、令和６年度の事業から適用する。 

 


